
　令和７年５月１４日（水）菊池グランドホテルに
おいて菊池地区危険物安全協会定例総会が開催され
ました。
　総会は、役員及び会員あわせて５３名が出席され
森正晴会長並びに狩野俊隆消防長からの挨拶で始ま
り、続いて議案審議が行われました。
　審議事項は、「令和６年度事業結果」「歳入、歳
出決算」「令和７年度事業計画（案）」「歳入、歳
出予算（案）」「役員交代」について行われ、いず
れも承認されました。

《　危険物　無事故へ挑む　ゴング鳴る　》

◆菊池地区危険物安全協会　創立２０周年記念表彰式が開催されました◆

　菊池地区危険物安全協会定例総会に引き続き、日頃から危険物の安全管理に努め、災害の予防に功
績のあった危険物事業所および危険物取扱者に対して表彰が行われました。

個人表彰（2名）
・菊池オイルサービス有限会社
　　石本　勝巳　様（写真右側）
・本山石油
　　本山　武　様

感謝状（2名）
・熊本不二コンクリート工業株式会社
　　溝田　一義　様（写真右側）
・株式会社馬場石油
　　針尾　昌子　様

◆令和7年度危険物安全週間推進ポスター紹介◆
　井上尚弥選手、「日本ボクシング史上最高傑作」の異名を持つ。
現WBAスーパー・WBC・IBF・WBOスーパー世界スーパーバンタム級統一王者。世界4階級制覇王
者。WBSSバンタム級優勝。アジア人初、史上2人目の2階級4団体統一王者。９月に4団体統一スー
パーバンタム級５度目防衛成功、世界戦２６連勝となり世界記録タイ。王者、次のゴングを待つ。

◆熊本県危険物安全協会定時総会にて菊池地区会員事業所様が表
彰されました◆

　令和7年6月12日（木）ホ
テル熊本テルサにて「一般社
団法人熊本県危険物安全協会
令和7年度定時総会」が開催
されました。
　この席において、ＫＭバイ
オロジクス株式会社菊池工場
様が、危険物の安全管理にお
いて特に顕著な実績を有し、
他の事業所の模範となるもの
として「事業所団体表彰」を
受賞されました。 ＫＭバイオロジクス株式会社　菊池工場

工場長　中島　輝久　様（写真右側）

団体表彰（3団体）
・リバテープ製薬株式会社　様
（写真中央）
・一宮運輸株式会社　様（写真右側）
・日本道路株式会社
　　火の国アスコン　様

◆令和７年度　菊池地区危険物安全協会　定例総会が開催されました◆
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◎菊池広域連合 ホームページ
　　　　　　　　　　    http://www.kikuchi-kr.jp
◎熊本県危険物安全協会 ホームページ
                               http://kuma-kiankyo.or.jp
◎全国危険物安全協会 ホームページ
　　　　　　　　    　https://www.zenkikyo.or.jp
◎消防試験研究センター ホームぺージ
　　　　     　https://www.shoubo-shiken.or.jp
◎危険物保安技術協会 ホームぺージ
　　　　　　    　http://www.khk-syoubou.or.jp
◎総務省消防庁 ホームぺージ
　　　　　　　　　        https://www.fdma.go.jp

　菊池地区危険物安全協会　事務局
（菊池広域連合消防本部内）

　〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水７番地１
　096-232-9338

　E-mail：k-kiankyo@kikuchifire.com

　　◆令和7年度 危険物取扱者試験のお知らせ◆
　令和８年２月１５日、熊本市で危険物取扱者試験
が実施されます。乙4など各類試験に対応した準備講
習会も開催予定です。詳しくは熊本県危険物安全協
会ホームぺージをご覧ください。

《　危険物　無事故へ挑む　ゴング鳴る　》

◆令和7年度　親睦レクレーション「ボウリング大会」を開催しました◆

　令和７年８月２１日（木）菊陽ボウルにおいて、親睦レクレーションを昨年に続き「ボウリング大
会」を開催しました。
　ボウリング大会では、総勢８０名の会員様を迎え、終始、笑い声と熱気で盛り上がり大盛況に終え
ることができました。参加された皆様、大変ありがとうございました。
　今回用意された賞品は全３０点（個人２７点、団体３点）。家電製品からアウトドア用品、特別賞
（ＦＩＲＥ賞）として「和王」の焼肉セットなどの賞品を獲得され会場は盛り上がり、最後までお楽
しみいただけました。
　今年度ご参加いただけなかった会員の皆様も、来年度は、ぜひご参加賜りますようお願い申し上げ
ます。

◆危険物漏洩事故について◆（消防本部からの注意喚起）

　管内事業所において、危険物の漏洩事故が続いています。
　幸い大きな被害には至っていませんが、事故の多くは物的原因であり、その中でも腐食・疲労等劣
化が多くを占めています。各事業所におかれましては、以下の点に留意し、事故防止に努めてくださ
い。

1. 定期点検の徹底について
•	配管・容器・バルブ等は経年劣化が進みやすいため、腐食・損傷がな
　いか重点的に点検してください。
•	異常が認められた場合は、速やかに予防課危険物係に連絡し、補修・
　交換を実施してください。
2. 危険物取扱者保安講習の受講について
•	危険物施設にて危険物の取扱いに従事する者（危険物保安監督者含む）
　は、危険物保安講習の受講義務があります。（消防法第１３条の２３）
•	講習を通じ、「気づき」を得ることが事故防止・保安意識の向上・緊
　急時対応の習熟につながります。
3. 事故発生時の初動措置について
•	危険物施設の関係者には応急措置義務があります。漏洩を発見したら、
　ただちに使用を中止し、拡散防止措置を講じてください。（消防法第
　１６条の３第１項）
•	速やかに消防署へ通報を行い、迅速な初期対応を徹底してください。


